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第１ はじめに 

令和３年度は、食の安心安全を確保するため、主に飲食店、弁当業者、給食施設、食品製造業

者等に対し、監視指導を実施しました。 

また、ノロウイルスやカンピロバクターを原因とする食中毒が全国で多発していること、食品

への異物混入の事案があることから、営業者に対する注意喚起及び製造工程での異物混入対策を

指導するとともに、令和３年６月施行の改正食品衛生法により制度化された HACCP に沿った

衛生管理等についても監視指導を実施しました。 

さらに、食の安心安全を担保するため、本市にて製造、加工又は流通している食品の収去検査

を実施し、放射性物質の検査については、群馬県及び前橋市と連携しました。 

 

 

第２ 監視指導計画の適用区域及び実施期間 

１ 適用区域  

高崎市全域 

 

２ 実施期間  

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

 

第３ 監視指導計画の実施体制 

法に基づく食品衛生監視指導計画（以下「監視指導計画」という。）の各事業は、生活衛生

課を中心とし、関係各課がそれぞれの役割分担を踏まえ実施しました。 

 

１ 生活衛生課食品衛生担当 

計画立案、連絡調整、監視指導、食品表示指導、収去検査、発生事案対応、 

食品衛生啓発、市民への情報提供ほか 

 

２ 保健医療総務課医事薬事担当 

食品表示及び広告指導（医薬品、医療機器等法） 

 

３ 保健予防課感染症対策担当 

発生事案（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律） 

 

４ 食肉衛生検査所 

と畜検査（と畜場法） 

ＢＳＥスクリーニング検査（と畜場法） 

食鳥検査（食鳥検査法） 
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第4 関係機関との連携体制 

広域食中毒等の事故が発生した場合の調査を円滑に進め危害発生の未然防止等を図るため、関

係機関と連携・協力しました。 

 

１ 国及び他自治体との連携・協力 

国及び他自治体との連携・協力のため、国の開催する会議、全国食品衛生主管課長連絡協

議会等に参加し、情報を共有しました。特に近隣自治体については、北関東食品衛生担当者

会議に参加し、平常時及び緊急時の対応について情報交換しました。 

 

２ 群馬県及び前橋市との連携・協力 

群馬県及び前橋市との連携事業として、県（市）内で生産された流通食品を収去し、放射

性物質の検査を実施しました（計２２検体、内１２検体群馬県検査実施、１０検体高崎市検

査実施）。 

 

３ 農林水産省関東農政局（群馬県拠点）との連携・協力 

農産物に関する食品衛生指導及び食品表示に係る監視指導における平常時からの連絡及

び情報の共有を図りました。 

また、農林水産省関東農政局（群馬県拠点）からの情報提供により、管内の販売者に対し、

不適正な食品（農産物）の流通防止及び不適正表示再発防止の指導を実施しました。 

 

 

第5 監視指導結果 

１ 立入検査 

監視指導計画に基づき、食品営業施設の監視指導を実施しました。不適事項については、 

営業者に対して、改善指導を実施しました。 

立入施設数（件） 

ﾗﾝｸ 立入目標数 施設数*1 立入目標回数 延べ立入施設数 

A 3回以上/年 ４ １２ １２ 

B 2回以上/年 ２７ ５４ ２３ 

C 1回以上/年 １,９６４ １,９６４ １,３５５ 

D 必要に応じて ４,６４８ １,５５０ ９３４ 

合  計 6,６４３ 3,５８０ ２,３２４ 

立入検査目標達成率(%)*2 ６４．９ 

＊1 令和2年3月31日現在の施設数（Ａランクについては令和2年1月1日 

から令和２年12月31までの施設数）を基に算出 

＊2 延べ立入施設数／立入目標回数×100 
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２ 特別監視結果 

（１）夏期食品一斉監視指導 

細菌性食中毒が多発する夏期に食中毒予防を目的に、飲食店、給食施設、大規模小売

店を中心に一斉監視指導を実施しました。なお、本年度は新型コロナウイルスの感染拡

大防止を踏まえ、規模を縮小しての実施となりました。 

実施時期：令和３年７月１日から８月３１日まで 

調査・監視施設数：延べ１３４施設 違反施設：０ 

食品表示監視  ：延べ４５施設 違反施設：０ 

食品等収去検査数：３2検体 違反件数：０ 

 

（２）年末一斉監視指導 

食品の規格基準の確認、ノロウイルス等の食中毒の予防等を目的に、流通拠点、大型

商業施設、飲食店、ホテル等の一斉監視指導を実施しました。なお、本年度は新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止を踏まえ、規模を縮小しての実施となりました。 

実施時期：令和３年１１月１日から１２月３１日まで 

調査・監視施設数：延べ４４５施設、違反施設：０ 

食品表示監視  ：延べ１１７施設 違反施設：１ 

食品等収去検査数：４７検体 違反件数：０ 

 

（３）観光地・イベント対策監視指導 

観光地の食品衛生の確保のため、榛名神社周辺及び榛名湖畔の飲食店、旅館の監視指導

を６月に実施しました。 

また、箕郷芝桜まつり（４月）、群馬お肉の祭典（１２月）、高崎だるま市（１月）、箕郷

梅まつり（３月）等の催事において、衛生上の監視指導を実施しました。 

 

（４）流通拠点に係る監視指導 

高崎市総合卸売市場の早朝監視を１１月に実施しました。 

また、大規模小売店舗等の食品等が集積する流通拠点においては、食品等の衛生的な取

扱いの状況及び表示について監視指導を実施しました。 
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３ 相談件数 

（１）食品関係の相談（食品表示を除く） 

食品営業者や食品営業を始めようと検討している方からの、許可関係、イベント関連等

の相談に対して、相談及び指導を行いました。相談件数は延べ９４２件でした。 

    

 

（２）表示関係相談 

立入調査時における不適正な表示の指導、収去検査時の収去食品の表示の確認、食品営 

業者及び食品製造者からの相談に対し必要に応じ助言指導しました。 

表示関係の相談件数は、１６６件（延べ２４０件）ありました。食品表示法に関する相

談の内訳は、衛生事項が７８件、品質事項が９６件、保健事項が３２件でした。その他の

法令の内訳は以下のとおりです。 
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４ 食品等の収去検査結果 

（１）食品等収去検査 

監視指導計画に基づき、計２２８検体の検査（発生事案を除く）を実施したところ、 

規格基準違反は、ありませんでした。 

 

食品等検査結果（概要） 

  
微生物 理化学 合計 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

収去検査(*を除く) ２０３ １２８ ７９ ５３ ２８２ １８１ 

試買検査（実態調査） ３０ ０ ２５ １５ ５５ １５ 

県委託検査(放射性物質､

残留農薬)* 
０ ０ ２２ ２２ ２２ ２２ 

市単独委託 

(放射性物質)* 
０ ０ １０ １０ １０ １０ 

合計 ２３３ １２８ １３６ １００ ３６９ ２２８ 

計画達成率(%) ５４．９ ７３．５ ６１．８ 

計画達成率（％）＝ 実績 ／ 計画 × 100 

 

 

食品等検査結果（内訳） 

検査項目 対象食品等 検体数 

理
化
学
検
査 

食品添加物 保存料､甘味料､着色料､

漂白剤､品質保持剤 

漬物､清涼飲料水､果実酒､乾

燥果実､生めん 
２９ 

有害汚染物質 シアン化合物 生あん ２ 

乳等省令成分規格 牛乳 ６ 

アレルギー物質(卵、乳) 菓子等 １４ 

残留農薬 生鮮野菜､果実､冷凍食品等 １２ 

放射性物質 加工食品等 ２２ 

実態調査 アレルギー物質(乳､卵､小麦) １５ 

理化学検査  小計 １００ 

微
生
物
検
査 

規格基準 細菌数､大腸菌群 冷凍食品､清涼飲料水 ２０ 

衛生規範 細菌数､大腸菌群､

E.coli､黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 

弁当･そうざい､生めん ※１ 

１８ 

衛生指導 細菌数､大腸菌群､

E.coli､黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 

検食､洋生菓子､弁当･そうざ

い､ 
５８ 

乳等省令成分

規格 

細菌数､大腸菌群､乳酸

菌数 

牛乳､加工乳､発酵乳､アイス

クリーム類 
３２ 

微生物検査  小計 １２８ 

合計(理化学検査＋微生物検査) ２２８ 

※１ 衛生規範の廃止により、令和３年６月１日以降の検査分は衛生指導に計上 
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放射性物質検査内訳(県市連携事業分)  

No 収去日 食品の品目 
採取先 

区分 

検査結果[ﾍﾞｸﾚﾙ/kg] 

放射性ｾｼｳﾑ134 放射性ｾｼｳﾑ 137 

1 

５月２４日 

発酵乳A 製造所 検出せず（＜1.89） 検出せず（＜1.92） 

2 発酵乳B 製造所 検出せず（＜1.95） 検出せず（＜1.93） 

3 梅加工品A 製造所 検出せず（＜1.70） 検出せず（＜2.00） 

4 梅加工品B 製造所 検出せず（＜1.81） 検出せず（＜1.66） 

5 梅加工品C 製造所 検出せず（＜1.77） 検出せず（＜1.56） 

6 梅加工品D 製造所 検出せず（＜2.09） 検出せず（＜1.86） 

7 

１０月４日 

めん類A 製造所 検出せず（＜1.57） 検出せず（＜2.23） 

8 めん類B 製造所 検出せず（＜2.37） 検出せず（＜2.22） 

9 めん類C 製造所 検出せず（＜1.90） 検出せず（＜1.74） 

10 こんにゃくA 製造所 検出せず（＜1.86） 検出せず（＜2.08） 

11 こんにゃくB 製造所 検出せず（＜1.81） 検出せず（＜1.79） 

12 こんにゃくC 製造所 検出せず（＜2.08） 検出せず（＜2.11） 

 

 

放射性物質検査内訳(市単独実施分) 

 

No 収去日 食品の品目 
採取先 

区分 

検査結果[ﾍﾞｸﾚﾙ/kg] 

放射性ｾｼｳﾑ134 放射性ｾｼｳﾑ 137 

1 

3月７日 

食用油 販売所 検出せず（＜8.7） 検出せず（＜7.1） 

2 めん類A 販売所 検出せず（＜8.6） 検出せず（＜6.7） 

3 めん類B 販売所 検出せず（＜8.3） 検出せず（＜7.8） 

4 めん類C 販売所 検出せず（＜8.6） 検出せず（＜5.9） 

5 漬物 販売所 検出せず（＜8.2） 検出せず（＜7.6） 

6 めん類D 販売所 検出せず（＜8.8） 検出せず（＜6.9） 

7 梅加工品 販売所 検出せず（＜8.1） 検出せず（＜8.5） 

8 果物加工品 販売所 検出せず（＜8.8） 検出せず（＜8.2） 

9 米粉 販売所 検出せず（＜8.8） 検出せず（＜6.0） 

10 そば粉 販売所 検出せず（＜8.8） 検出せず（＜8.2） 

「検出せず」とは検出限界値（検出できる最小の値）未満のことです。 

（ ）内の数字が検出限界値で、個々の検体によって変わります。 
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（２）と畜検査・食鳥検査結果（市食肉衛生検査所） 

市食肉衛生検査所では、市内にあると畜場１か所、食鳥処理場２か所の検査を実施して

います。令和３年度ＢＳＥスクリーニング検査は０検体でした。 

※ＢＳＥ検査については、平成２９年４月から２４ヶ月齢以上の牛のうち、生体検査にお

いて神経症状が疑われるもの又は全身症状を呈するもののみが対象となりました。 

 

と畜検査・食鳥検査結果 

検査項目等 実施検体数 

と畜検査(と畜場法)  １５８,４８９  

(内訳) 牛 １,９６９ 

 豚 １５６,５２０ 

BSEスクリーニング検査(と畜場法) 0 

食鳥検査(食鳥検査法) ８,３０８,８９３ 

 

５ 食中毒等の発生事案対応 

（１）食中毒発生時の対応 

食中毒や感染症発生時には、感染症担当部門、他自治体と連携し、被害の拡大防止及び

原因究明の調査を実施し、再発防止を指導しました。 

令和３年（令和３年１月から令和３年１２月）の本市の食中毒発生状況は、発生件数２

件、患者数６名（死者数０名）で、原因施設は全て飲食店でした。 

また、病因物質の内訳は、カンピロバクターが２件（患者６名）でした。 

原因施設の営業者に対し、行政処分（営業停止３日間）を行うとともに、報道機関へ発

表しました。 

食中毒等発生事案にかかる検査実施数 

 検体数 検査数 

微生物 ５０ ８２０ 

理化学 ０ ０ 

合計 ５０ ８２０ 
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（２）食品苦情対応 

市民からの食品に係る苦情の届出に対しては、原因究明のための調査を実施し、原因施

設に対し、再発防止を指導しました。 

（ア）処理状況 

市民からの食品関係の苦情受付件数は、７４件でした。 

原因施設別では、飲食店に対する苦情が４５件（６０．８％）で、次いでデパート・ス

ーパーが７件（９．５％）でした。一方、苦情要因別では、有症苦情１６件（２１．６％）、

異物混入１５件（２０．３％）、異味・異臭８件（１０．８％）の順でした。 

なお、高崎市から他自治体に調査依頼した件数は２件、他自治体からの調査依頼件数は

７件でした。 

 

苦情要因別届出数 

  
      

（イ）苦情事例 

＜事例１：食品に金属異物が混入＞ 

細長いはりがね状の金属片であった。異物混入のリスクがある工程の衛生管理を見直し、

対応・対策を徹底するように指導しました。 

＜事例２：生焼けの鶏肉の提供＞ 

中心部まで火が通っていない鶏肉は健康被害につながる可能性があります。焼き方や焼く

時間に気を付け、焼く際に中心部まで火を通すように指導しました。 

  

16

5

5

5

2

2

8

16

15
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その他

安全性

施設・設備

食品取扱い
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異物混入
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６ 違反等への対応 

（１）立入検査及び収去検査により発見した違反への対応 

本市の実施した収去検査により発見された商品の規格基準違反は、ありませんでした。 

 

（２）自主回収への対応 

管内業者による高崎市への自主回収報告は１０件ありましたが、健康被害はありませんで

した。また、関係自治体への情報提供を行いました。 

 

７ 食品衛生監視員等の技術の育成 

食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員等関係職員の資質の向上を図るため、国、県等

が実施する各種研修会等に参加しました。 

 

 

第6 重点監視指導事項 

 重点１ 食中毒防止対策 

＜ウイルス性食中毒対策＞ 

大量調理施設（弁当屋、仕出し等）を中心に、ノロウイルスによる食中毒の予防の為の衛 

生管理について監視指導を実施しました。各施設に対して年２回程度立入調査を実施し、① 

食器・器具の消毒方法、②食材の適正使用、③二次汚染・相互汚染の防止、④従事者の健康 

管理の徹底等について指導しました。 

 

＜細菌性食中毒対策＞ 

そうざい販売店や飲食店等食肉を取り扱う施設において、①まな板・包丁・シンクの使 

い分けによる二次汚染の防止等、②調理器具・機械の洗浄・消毒の徹底、③食肉の中心部 

まで十分に加熱することについて指導しました。 

 

＜消費者に対する啓発＞ 

食中毒予防について、広報たかさきへの掲載、ラジオ高崎の放送など、メディアを通じて 

消費者への啓発を行いました。 

 

 重点２ 食品衛生法改正に伴う営業者への周知 
食品衛生法の改正に伴う営業許可業種の再編、営業届出制度の創設及び食品リコール情報

の報告の義務化について、リーフレットの配布等を行い、事業者が円滑に新制度へ移行でき

るよう周知を図りました。 

また、HACCPに沿った衛生管理が義務化されたことから、監視指導時に助言及び支援等

を行いました。 

 

 重点３ 食品表示法に基づく適正表示の推進 

３月に経過措置期間が終了した原料原産地表示制度について、食品関連事業者向けにリー

フレットの配布等を行い、理解の促進と周知徹底を図りました。 
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 重点４ 保育所、高齢者施設等の給食施設の衛生監視 

   食中毒にかかると重症化しやすい乳幼児及び高齢者を対象としている給食施設の監視指

導並びに給食施設の責任者及び食品製造者等を対象とした衛生講習会を開催し、食中毒予防

について指導しました。 

 

 

 

 

 

 

第7 自主衛生管理の推進 

１ 食品衛生管理推進指導 

立入調査時における、施設衛生管理のための簡易検査の実施、自主点検表の記録等につい

て指導を行い、営業者自身による自主衛生管理の向上について助言・指導しました。 

 

２ 食品衛生推進員制度 

食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するために、高崎市食品衛生推進員制度によ

り、食品衛生推進員に３６名を委嘱し、その活動を支援しました。 

 

３ 食品衛生責任者制度の推進 

  市条例に基づき営業施設ごとに設置される食品衛生責任者について、市長が認定した講習

会を食品衛生協会が主催し、次のとおり実施しました。 

     令和元年度 高崎市内での開催実績 

       養成講習会：開催４回、修了者 ２１２名 

実務講習会：開催６回、修了者 ５５８名 

 

 

第8 市民への食品安全に係る情報提供 

１ 普及啓発  

ホームページや広報紙等を用いて市民に対し、食品安全に関する情報を発信しました。 

（１）ホームページによる情報提供 

 食中毒の発生防止のため、「ノロウイルスについて」「手洗いの手順」「おう吐物の処

理方法」について、ホームページに掲載しました。 

 

（２）広報紙、ラジオ高崎等による情報提供 

市広報紙、ラジオ高崎による食中毒予防の情報提供や啓発を実施しました。 

 

２ 食品等の事故に関する発表及び公表 

２件の食中毒事件について、事件の概要、原因施設名称、所在地等について報道機関へ情報提

供を行いました。 

 食品営業関係者 給食施設従事者 その他 合計 

開催数 ２ ６ ４ １２ 

受講者 １５６ ８６ ２７ ２６９ 


